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第５７回国土交通省政策評価会 

令和５年１１月１６日 

 

 

【渋武政策評価官】  おはようございます。おそろいでございますので、ただいまから、

第５７回国土交通省政策評価会を始めさせていただこうと思います。政策評価官の渋武で

ございます。 

 最初に、政策統括官の松浦から一言挨拶申し上げます。 

【松浦政策統括官】  政策統括官の松浦でございます。本日は座長はじめ出席の委員の皆

様、また、オンラインで出席いただいている委員の皆様、御多忙のところ本日はよろしくお

願いいたします。 

 令和５年度政策評価レビューにおきましては、５つのテーマを選定いたしまして、本年

６月から御議論、御指導いただいてございます。本日につきましては、各担当の課長から説

明いたしまして、御議論いただきたいと思っております。来年３月末に政策評価書を策定・

公表をする予定でございます。我々としても質の高い評価書を策定していきたいと思いま

すので、本日は御議論のほうよろしくお願いいたします。 

 私の挨拶は以上とさせていただきます。 

【渋武政策評価官】  ありがとうございました。 

 それでは、早速中身に入っていきたいと思います。今もございましたとおり、今年度は

５テーマと盛りだくさんとなってございます。テーマごとにまず担当の課長、参事官の方か

ら１０分で御説明いただき、それから先生方からのお話を１０分という形で順次進めてま

いりたいと思います。 

 最初の説明は１０分厳守ということで、８分間で１回ベルを鳴らせていただいて、１０分

で２回目のベルを打つという形で進めていきたいと思います。 

 それでは、上山先生、よろしくお願い申し上げます。 

【上山座長】  おはようございます。今、御説明あった要領で、早速１つ目、国土調査事

業から始めたいと思います。よろしくお願いします。 

【實井地籍整備課長】  それでは、不動産・建設経済局、地籍整備課の實井でございます。 

 １番目の「第７次国土調査事業十箇年計画に基づく地籍整備の推進について」、座って御

説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 
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 お手元の資料の４ページから５ページ目にございますように、今回の評価につきまして

は、第７次国土調査事業十箇年計画において新たに措置した調査手続及び調査手法の評価

を実施し、中間年に当たる令和６年度に第７次計画の中間見直しを実施予定でありますが、

計画後半における必要な措置を検討するとともに、今後の地籍整備全体の推進に向けた分

析・評価を行うこととしてございます。 

 ７ページ、お願いします。７ページは、国土調査法に基づく地籍調査の位置づけを示した

ものでございます。 

 ８ページは、昭和２６年に国土調査法が制定されて以降、第７次計画の令和２年までの改

正経緯となってございます。 

 ９ページは、地籍調査がどのように実施されるのかを示したものでございます。 

 １０ページは、地籍調査の目的とその効果事例を整理したものでございます。 

 １１ページは、地籍調査の早期実施の必要性として、復旧・復興、社会資本整備に対する

地籍調査の効果を示したものでございます。 

 １２ページは、地籍調査の実施体制として、自治事務として市町村等が実施をするのです

が、都道府県と国の関わりについて整理したものでございます。 

 １３ページは、地籍調査のステークホルダーについて工程ごとに整理したものでござい

ます。 

 １４ページは、令和４年度末時点の地籍調査の進捗状況について、全体、地目別に示した

ものでございます。 

 １５ページは、令和４年度末時点の進捗状況を都道府県別に示したものでございます。 

 次に、１６ページにつきましては、第７次計画に定める目標値に対する達成状況を整理し

た表ですが、現時点ではほとんどの目標値の達成が難しい見込みとなっており、計画後半に

おける地籍調査の加速化が必要な状況にございます。 

 １７ページは、平成２１年度に実施した第５次国土調査事業十箇年計画の政策レビュー

の概要でございます。第６次計画の策定に向けたものとなってございます。 

 １８ページは、前回の政策レビューで整理された主要課題、対応方針と現時点の措置状況

について整理したもので、主な課題として、都市部・山村部での調査の加速化などがありま

したが、前回レビューにおける対応方針は第７次計画時点で全て措置済みとなってござい

ます。 

 １９ページは、前回レビューの時点から現在までの進捗状況について整理したもので、課
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題とされ措置を講じていた都市部と山村部で進捗をしているような様子がうかがえます。 

 ２０ページは、地籍調査のボトルネックとして、調査の各工程の中で調査が遅れている原

因となっているものを整理したもので、一筆地調査と一筆地測量に時間がかかる要因など

を整理してございます。 

 ２１ページから２６ページまで、ステークホルダー別、地域別に課題の要因分析を整理し

てございます。 

 まず、２１ページでございますけれども、３分の１の市町村の事業規模が１,０００万円

未満であること、市町村の地籍調査担当職員数が減少傾向にある状況などを示しておりま

す。 

 ２２ページは、市町村などが行う地籍調査業務の発注に関する現状について、労務単価の

上昇などにより、調査費が上昇しているような状況がございます。このようなことから、実

施主体におけるマンパワー、予算不足が地籍調査の円滑な推進の支障となっているものと

考えております。 

 ２３ページは、近年進捗率が大きく伸びている地域の現状として、和歌山県、徳島県、鳥

取県の取組状況を示しております。 

 ２４ページは、土地所有者の状況を整理したものですけれども、自身の土地や地籍調査に

関心のない状況が見られ、地籍調査の実施時に協力、反応が得られない際は現地調査に支障

が生じることとなります。 

 ２５ページと２６ページは、都市部の状況について、面積当たりの筆数、所有権移転登記

の多いほど進捗率が低い状況。地価、人口密度が高いほど進捗率が高くなるといった関係性

を評価したものでございます。都市部の特徴であるこれらの状況の下では、境界確認の難航

や単位面積当たりの測量に多くの時間、経費を要するようなこととなってございます。 

 ２７ページは、山村部の特徴として、国土面積の約半分、広大な面積があるわけなんです

けれども、山村部は地形が急峻なこともありまして、現地立会い及び測量作業の長期化、経

費増を招いているということでございます。また、他の地域よりも高齢化が進行しています。 

 ２８ページでは、不在村者が所有する森林の管理放棄の状況を示していますけれども、こ

のような状況では人証・物証の喪失による現地調査の困難化を招くものというふうに考え

ております。 

 ２９ページは、これまで御説明した内容について整理したものでございます。 

 ３０ページは、第７次国土調査事業十箇年計画の概要を整理したものでございます。 
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 ３１ページは第７次計画に示される地籍調査の円滑化、迅速化のために取り組んだ新た

な調査手続や効果的な調査手法について７項目を事例にしたものでございます。赤字の㋐

㋑㋒㋓とありますが、これは２９ページで整理した課題との対応関係を分かるようにした

ものでございます。 

 ３２ページにつきましては、地籍整備の関係事業を一覧で整理したものでございます。 

 ３３ページは３４ページ以降の評価書、資料の内容について説明の流れの概略を整理し

たものでございます。 

 ３４ページにつきましては、新たな調査手続の活用状況を取りまとめたものでございま

して、それぞれ活用が進んでいるという状況がうかがえます。 

 なお、黄色の②番が③番、青色の③番が②番ということで、誤植を訂正させていただきま

す。 

 ３５ページから３８ページにつきまして、これら新たな調査手続の概要を整理したもの

でございまして、それぞれ活用状況などを取りまとめ、下段に整理をさせていただいており

ます。 

 飛ばしていただきまして、次に、４２ページでございます。 

 ４２ページは、第７次計画に定める事項についての課題やニーズの聞き取りを行った概

要となってございます。 

 ４３ページは、土地所有者関係情報の利用についてのニーズですけれども、介護保険に関

する情報などが挙げられております。 

 ４４ページは、土地所有者等の所在が不明な場合における筆界案公告による調査の活用

についての課題ですが、筆界を明らかにするための客観的な資料がなかったといった趣旨

の回答が多く挙げられております。 

 ４５ページは、土地所有者等が現地調査に非協力である場合の制度見直しについてのニ

ーズ・課題ですが、９割の市町村等が肯定的な回答でありますが、境界紛争リスクを懸念す

る声が挙げられております。 

 ４６ページは、図面等調査の活用についての課題ですが、筆界案等の図面や送付資料の準

備が大変といった回答が多く挙げられております。 

 ４７ページは、オンラインによる筆界確認手法の導入についてのニーズや課題ですが、現

地に来ることができない方でも調査に参加できるとする一方、パソコンなどに不慣れな方

への懸念が挙げられております。 
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 ４８ページは、地方公共団体における筆界特定申請の活用についての課題ですが、筆界特

定までに長期間を要するためといった回答が多く挙げられております。 

 ４９ページは、街区境界調査の活用についての課題ですが、実施例が少ないため不安があ

るといった回答が多く挙げられております。 

 ５０ページは、リモートセンシングデータの活用についての課題ですが、調査の進め方が

分からないという回答が多く挙げられております。 

 ５１ページは、１９条５号指定申請の活用についての課題ですが、申請手続の簡素化とい

った課題等が多く挙げられております。 

 ５２ページは、これらの調査結果の取りまとめでございます。 

 ５３、５４ページのほうで、地籍調査が抱える課題というか問題点について、（１）から

（６）までまとめてございます。 

 それらの問題点につきまして、最後でございますけれども、５７ページ以降でございます

が、今後の方向性ということで４点挙げさせていただいております。 

 まず、現地調査等の効率化の取組のさらなる推進、２点目といたしまして、都市部の地籍

整備の推進、３点目に山村部の地籍整備の推進、最後にその他ということで、今後この４項

目について整理をさせていただきたいというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

【上山座長】  ありがとうございます。討議に入る前にこの報告書の構成を確認したい。

２ページを開いていただいて、目次のところなんですけれども、左側に、１と２はいいんで

すが、３番目が現状、４番目に課題というのがあって、右側に取組状況、新たな課題、今後

の方向性というふうになっている。御説明を聞くと、必要な情報がかなり入っていて、作業

は順調に進んでいるとは思うんですけれども、何を評価したのかというのがストレートに

よく分からない。課題が２か所出てきたりする。そもそも評価対象はどこかというところを

最初に確認いただけますか。第７次の進捗が評価対象なのか、それとも、それをやった上で

今後の課題というところがメインになるのか。そこら辺りがちょっと分かりにくい。ページ

に即してどこが評価対象なのか。 

【實井地籍整備課長】  今回評価対象として考えてございますのは、今回第７次計画の中

間見直しに向けた取組を進めておりまして、その最後のところで取りまとめております課

題のところの部分が評価の内容となってございますけれども。その前段といたしまして、こ

れまで地籍調査を行ってきたというところの整理が必要ということで、まず地籍調査全体
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の課題について整理をさせていただいて、新たな課題・ニーズのところで今回評価をいただ

く部分がここから始まるというふうに考えてございます。 

【上山座長】  分かりました。 

 じゃあ、どなたからでもどうぞ。オンラインの方からでも結構です。それじゃあ、佐藤さ

ん、どうぞ。 

【佐藤委員】  非常に詳細な分析ありがとうございます。１点素朴な質問と、１点できれ

ばということと、もう一個ずつはコメントになるんですけれども。 

 １つ、２５ページになるんですかね。所有権の移転登記数、所有者の移動が多いと地籍調

査の進捗率が低くなるというのは、逆に土地を売買するときはやはり地籍がはっきりして

いないとなかなか不動産取引、前のほうにもそれが弊害の一つとして挙げられていました、

地籍調査が進まない、進まないとこういう弊害があるというふうにやはり不動産取引が出

てきていたと思うんですが。逆に所有権の移転が多い地域の割には進捗状況が低いという

の、つまり地域調査をしないままに、あるいはその辺の境界線が曖昧のままに、みんなが合

意できていればいいやということかもしれないんですけれども、その結果はそのままに不

動産取引が進められているという意味なのか。この辺りどう解釈するのかなということが

質問と。 

 それから、別に今回の調査はこれで仕方がないと思うんですけれども、どうしても都道府

県別にやると、やはり都道府県の中にもいろいろあるので、北海道だって都会から山地まで

いろいろあるわけなので、もしくは市町村別にやったほうがいろいろともう少し地域の属

性が把握しやすいのかなというふうに思ったんですけれども。いや、今からやれという意味

ではないんですけれども、本当は市町村別のほうがもしかしたらいろいろなことが分かっ

てくるかなというのが、今後もし可能であればということ。 

 それから、ちょっとよく分からなかった。確かに自治体の負担というのはあるんですけれ

ども、聞くと５０％は国庫負担でありますし、１２ページです、さらには例の特別交付税も

あるので、実質的な負担はそんなに高くはないというと悪いけれども、５％ずつということ

になり、都道府県５％、市町村５％ですかね、ぐらいということになると思うんですけれど

も。 

 それでもなおかつあまり事業費が積まれない、１,０００万円程度というのが出ましたけ

れども、これはやはり自治体の中での優先順位が低いという。お金がないからやらないとい

うよりは、手間暇かかるからというのが大きな理由かもしれませんけれども、やはり自治体



 -7-

の中での優先順位が低いという理解なんでしょうか。さっき和歌山県でしたっけ、逆に大規

模な開発と併せて地籍調査をやったという例もあったりするので、やはりそういう計画が

特にないとどうしてもこういう地籍調査は優先順位が自治体の中で低くなるのか。こうい

う理解で大丈夫かなと思ったんですけれども、その辺教えていただければと思います。 

 以上です。 

【實井地籍整備課長】  まず、所有権移転が多いと進まないというのは、所有権移転があ

るということは登記の関係が動いているからその逆じゃないかというような御指摘ござい

ますけれども。ここで見ておりますのが、先ほどおっしゃいましたように、確かに県単位で

見ておりますので、所有権移転が多いということは土地の取引が多いんだけれども、その土

地の面積が、一筆当たりの面積が、例えば東京であると筆が非常に小さいと、その中で土地

の取引がたくさんあるといったものと、田舎でいくと大きな例えば畑とかそういったもの

になりますので、ちょっとその辺がうまく県単位とか都市部とかという部分で違っている

のかなというふうに思っていますが。 

 こちらで今この面に注目をいたしましたのは、人の動きと進捗状況ということを見ます

と、そういう観点でこのパラメーターを見させていただいたんですが、人の動きが多いとこ

ろほどなかなか進まないんじゃないかというようなところでここの所有権移転というもの

を捉えさせていただいたところでございます。 

 あと、確かに市町村別のほうが分かりやすいかと思うんですが、ちょっと資料のほうはな

かなかその辺の整理ができないので、申し訳ございません。 

 あと、実質的な市町村の負担が少ないというのは、その事業費に対する負担、これについ

ては、確かに２分の１の国費に対して、残りを市町村と県、それに対して８割の特交が入っ

てくるという状況でございますけれども。一方で、その作業を進めるための人件費とかそう

いったものについては市町村の単独の負担が生じてまいりますので、やはりそこのところ

は財政面といいますか、人材面を含めてなかなか難しいような状況があるというふうに伺

ってございます。 

 最後に、自治体の優先度が低いんじゃないかと、これはまさにおっしゃるとおりで、そこ

の自治体の首長さんの意向とかというところが強く反映されている部分もございますし。

優良事例ということで３件ほど紹介をさせていただいた中にもありますような、都道府県

さんのほうの施策の意味合いといいますか、そういった部分も大きく影響してきていると

いうところでございます。 
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【加藤委員】  私もいいですか。 

【上山座長】  どうぞ。 

【加藤委員】  ２つコメントがあります。１つ目は、７次計画による効果が、全国値では

示されていましたが、地域間で異なる可能性があると思うので、地域別とか都道府県別とか

で示したうえで、どのように地域によって効果が違っているかを整理してほしいです。 

 ２つ目は、課題が最後にまとめて整理されていますが、７次計画でそもそもカバーされて

いなかった課題、７次計画で対応しようとしたが解決されなかった課題、７次計画を実施す

ることによって新たに生じた課題の３つに分類してはどうかと思いました。今の示し方だ

と、課題がばらばらで、しかも課題という言葉が２回出てきて混乱する気がします。課題を

明確に分類すれば、対応策もそれに応じて変わってくるのではないでしょうか。 

 以上です。 

【上山座長】  オンラインの方どうですか。大丈夫ですか。 

 それでは、若干の整理が必要だと思いますが、作業は順調に進んでいるし、材料もかなり

ありますので、このまま頑張っていただければと思います。どうもありがとうございました。 

 何かありますか。 

【實井地籍整備課長】  特にございません。 

【上山座長】  大丈夫ですか。 

 それじゃあ２つ目のテーマに移ります。河川空間、にぎわい創出をお願いします。 

【豊口河川環境課長】  河川環境課長の豊口でございます。私のほうからは「河川空間を

活かした賑わい創出の推進」という施策について中間報告をさせていただきます。 

 １ページ目の要旨、２ページ目の目次を飛ばしていただきまして、３ページ目から説明さ

せていただきます。 

 この施策自体の目的は、河川空間は住民の方々あるいは自治体の方々と多様な形で利活

用されていますけれども、その中で、安全にも配慮しつつ、河川空間を活かした賑わい創出

をしていきたいという施策でございます。 

 評価の内容が、４ページ目になりますけれども、河川空間の賑わいづくりに向けて、平成

２１年度に川空間とまち空間を融合した「かわまちづくり」という支援制度を創設したとい

うことがございます。また、平成２３年、２８年に河川敷地を占用するルールが、準則とい

うものがありますけれども、その規制緩和を行ったということで、これらの施策から１０年

以上経過したので、政策レビューを実施した上で一層の展開につなげていきたいというこ
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とでございます。 

 評価の視点ですけれども、この評価会の中でも、かわまちづくりという主として整備して

いくものと占用許可準則の緩和といった規制緩和は性格の違うものだから、きっちり分け

て評価したらいいんじゃないかというアドバイスもいただきましたので、２つを分けて整

理した形にさせていただいています。 

 評価の手法につきましては、これまで得られているデータに加えて、河川管理者や地方か

ら聞いたアンケート結果に基づいています。 

 ５ページ目は本会のことについて書かせていただいています。 

 ６ページ目が施策の概要ですけれども、かわまちづくり支援制度というのは河川管理者

が市町村等と連携して川とまちを融合した空間を形成するということで、どちらかという

と整備が主体のものです。 

 この下の絵にあるとおり、かわまちづくりは河川管理者が河川管理施設の整備をする、こ

れは堤防にあるスロープとかそういったものです。それから、市町村・民間事業者は利用施

設を整備するといったものです。それから河川空間のオープン化、これは先ほど申し上げた

規制緩和の部分ですけれども、営業活動を行う民間事業者の方に占用して活用していただ

くということで、河川管理者の取組は区間・区域の指定をすること、そこに民間事業者が占

用して活動するという内容になっています。 

 ７ページ目が支援制度の概要ですけれども、整備主体と言いましたけれども、ソフトとし

て窓口の設置やサイトの運営等ありますが、主として河川管理施設の整備を河川管理者が、

市町村等が利用施設を整備するという流れになっています。 

 ８ページ目はオープン化でございますけれども、河川敷地はみんなのものなので、原則と

して、例えば公園であるとか道路、鉄道のような公益性、公共性の高いもののみが占用主体

となっていたわけですけれども、平成２３年度の準則改正によりまして、民間にもオープン

したということで営業活動を可能にしています。下の絵にあるとおり、平成２３年まではバ

ツと書いていますけれども、２３年から３年以内、２８年から１０年以内といった形で占用

を認める形になっています。どんな利用をしているかというと、オープンカフェだとか、看

板を立てたり、船の切符売場を設けたりと、こんなことをさせていただいています。 

 それから、９ページ目ですけれども、沿川の自治体、全ての自治体にアンケートを取らせ

ていただきましたが、５割強の方々が河川を生かした地域活性化ができるという御回答を

いただいていますが、この方々のうちの３割程度が既に取り組んでいますけれども、まだ
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７割程度これからというところもあるので、今後の政策展開を続けていきたいと思います。

既に取り組んでいるという方々は、かわまちづくりには７６％、オープン化のみというのが

１１％、両方に取り組んでいるよという方が１３％いるという状況でございます。 

 その概要が１０ページにも書いていますけれども、かわまちづくりのほうが多く、かわま

ちには登録していないオープン化もあれば両方やっているところもあります。 

 この２つの施策の分布状況を調べてみますと、１１ページにございますが、かわまちづく

りについては全国で４５都道府県ということですから、ほぼ全てということで、地域的な偏

在というものはございません。 

 １２ページを御覧いただくと、オープン化につきましては２８都道府県ということで、半

数強ではございますが、やや都市部寄りという形になります。 

 その結果、両方やっていますよという方々、１３ページになりますが、やはり都市部寄り

という形になります。 

 １４ページを御覧いただきますと、都市の規模別で整理しましたが、かわまちづくりにつ

いては町村単位から大都市までほぼ満遍なくというか、どこでもいろいろやっているとい

う形になりますが、オープン化についても、いろいろなところでやられていますが、大都市

の比率が高いと、こういう形になってございます。 

 また、管理区分別に整理してみますと、かわまちづくりは国の管理する区間の割合が多く、

オープン化は自治体管理の割合が多いと。 

 これはなぜかと申しますと、次のページにございますけれども、かわまちづくりは堤防の

河川のところで多いと。やはり川を生かしたまちづくりをしようと思うと、川とまちと分断

している堤防を乗り越えるスロープ、階段が必要になったり、あるいは川に近づくための整

備が必要だというようなこともあるので、整備主体のかわまちづくりが堤防のあるような

流量の大きい川といったところになります。 

 一方、１７ページにありますが、オープン化に取り組んでいるのは掘込みの河道というこ

とで、洪水時に水位が上がっても堤防が必要のないような川でございます。こういったとこ

ろは民地と川とがそもそも連続性を確保しているので、整備というよりは、オープンカフェ

だとか、川床だとか、デッキの整備といったところに取り組まれているところが多いという

結果になってございます。こういった堤防のある川が国の管理が多く、堤防のないような管

理のあまり必要ないところが自治体管理になっているのでこのような整理になっているの

かなと思います。 
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 アンケートの内容は１８ページに書いていますけれども、実施の目的、効果、それから課

題といったことで聞かせていただいていますが、効果についてはこの施策目的の効果のみ

ならず、周辺の施設との相乗効果などについても聞かせていただきました。 

 １９ページが取り組んだ理由、目的といったところになりますけれども、「河川空間を有

効活用したい」というのが一番大きなところで、「まちづくりの一環である」「観光施設とし

て活用したい」といった御意見も多いということです。 

 このまちづくりの一環だというのを裏づけるように、２０ページにありますけれども、そ

の自治体の総合計画に川を生かしたまちづくりといったことを位置づけている、これはか

わまちづくりでもオープン化でもそうですけれども、５割、６割、かなり多くのところで総

合計画への位置づけがあるということです。 

 結果については、２１ページですけれども、「河川への関心が高まった」という回答が「や

や」というのも含めまして８割以上の方が関心が高まったということでございます。 

 ２２ページは、実際ににぎわいの創出ができたのかということですけれども、いずれの施

策につきましても８割程度でできたという回答でございました。 

 また、２３ページが相乗効果というものですけれども、他の施策との相乗効果を挙げてい

る方も多々いまして、どういったものかというと、公園あるいは観光施設との相乗効果が大

きいという回答が多かったというところでございます。 

 ２４ページは実例でございますが、盛岡地区のかわまちづくりについてでございます。川

の中で遊ぶというんですかね、公園利用、イベント利用等がありますけれども、右下にグラ

フがあるとおり３倍になっています。これはコロナ禍においても利用が増えているという

ことがよく分かると思います。 

 また、オープン化の事例が名古屋の事例でございますけれども、こちらもオープンカフェ

の店舗だとかイベントの実施回数、ややコロナ禍で分かりにくいところもありますが、増え

ているという状況でございます。 

 また、２６ページには、施策を分類してみると、両方やったよというところがやはり単独

でやったところよりも創出効果が大きいということがあります。 

 両方やったような施策として、閖上地区は震災で大きくダメージを受けたところですが、

堤防に連なるように横に大きく広げてそこを民間活用していただいていると、こういった

ところはにぎわい効果が大きかったというところでございます。 

 それから、２８ページ、２９ページは申請の流れなので詳細は割愛しますけれども、アン
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ケートによりますと、３０ページにあるとおり、「課題は特にない」、「特に支障がない」と

いった方も結構いらっしゃったんですけれども、他機関との調整や担い手の確保といった

ところに苦労されている方が多く。また、３１ページ、「手続が煩雑」といったことを答え

た方は少なかったんですけれども、聞き取ると、「手続が分かりにくい」「書類作成が困難」

「やり取りが多い」といったような御意見もありました。 

 こういったことを踏まえまして、３２ページはまとめなので詳細は割愛しますが。 

 我々としましては、３３ページ、今後の方向性にありますとおり、他機関調整の支援、あ

るいは担い手確保の支援、それから煩雑さを改善したり効果を見える化していくというこ

とが大事だと思っています。 

 それから、３４ページも飛ばしまして、３５ページですけれども、かわまちづくりについ

ては、人がいっぱい集まるというにぎわい効果だけではなく、やはり自然環境を大切にした

いとか、最近水難事故もあるので安全対策という声も見られたので、こういった様々なもの

を併せ持ったかわまちづくりを進めてまいりたいと思いますし、３６ページにあるとおり、

オープン化につきましても様々な活用事例を紹介するといった取組を進めていきたいと思

っています。 

 御説明は以上です。いろいろとアドバイスをよろしくお願いいたします。 

【上山座長】  ありがとうございます。 

 どなたかからでもどうぞ。 

【佐藤委員】  詳細な御説明ありがとうございます。アンケートも非常に丁寧に取られて

いて、情報として有用かなと思いました。 

 ちょっと言うと、国としてはこのオープン化、最後に判断するのは自治体だとして、特に

このオープン化のところなんですけれども、認識としてはもう少し進めていくべき、本来や

れるであろうところがやっていないというイメージなのか、一通りやり切っているという

と変ですけれども、一通り順調に、最後これは政策評価なんで、順調に進んでいるという評

価なのか、やはりまだボトルネックがあるよ。他機関との調整というのが若干気になるとこ

ろなんですけれども。そうはいってもまだボトルネックがあって、もう少しできるんじゃな

いかという思いなのか。どうしてもオープン化というと都市部だというのはすごく分かる

んですけれども、でもやはり地方部においても使えるオープン化のやり方があるのかとか、

何かその辺どういう課題意識、最後の中でどういう課題意識を持っているのか教えていた

だければと思います。 
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【豊口河川環境課長】  御質問ありがとうございます。 

 ９ページにありますとおり、今、活性化に取り組みたいという方が９２３自治体のうち

３１２の自治体が取り組んでいて、まだできるんだけれどもやっていないという方もいる

ので、施策展開を広げていきたいという思いではございます。やはり先行の方々の様子を見

てうまくいったら自分もやりたいなという方々もいると思うんで、情報発信することによ

って、あるいは手続を簡素化するなどして、取組が広がる余地はあるのかなというふうに考

えてございます。 

 その結果、いろいろな方々が河川に近寄っていただきますと、河川への関心が高まること

は、にぎわいだけでなく安全とか治水に対する意識も高まりますし。また利活用していただ

くと、我々の維持管理をしている部分を占用者が管理していただくというメリットもあろ

うかなというふうに考えていますので、できるところでは取組を広げていきたいと考えて

ございます。 

【上山座長】  どうぞ。 

【加藤委員】  丁寧に御説明していただいたので分かりやすかったです。２つコメントが

あります。１つ目は、後半で効果の話が出てくるので何となく分かるのですが、全体のまと

め方として、かわまちづくりやオープン化の導入に当たり、そもそもどのような問題意識が

あったのかをまず御説明いただくことが大事かと思いました。その上で、今回の導入により

その問題がどのように解決したのかということだと思うのですが、今の説明ではこのロジ

ックが弱いと感じました。 

 あともう一つは、今回の評価では河川側からアプローチしているので、特にかわまちづく

りについては、かわから見たまち側に対する効果について評価しているわけですね。かわま

ちづくりの効果を、まち側からアプローチして評価するというのをしてもよいのではない

でしょうか。例えば、本当は中心市街地に人を集めたいと思っていたのにもかかわらずかわ

に人が集まってしまって、それはまち側で狙っていることとは実は違っているなどという

ことが、まち側の論理としては起こり得るかもしれません。 

 私からは以上です。 

【上山座長】  オンラインのお２人いかがですか。 

【大串委員】  工藤さん、お先どうぞ。 

【工藤委員】  ありがとうございます。今、加藤委員のお声だったかと思うんですが、私

も同感のところがございまして。やはり今、河川の問題は結構逆に洪水であるとか、気象状
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況の激甚化にも伴ってむしろマイナスのイメージがある中で、こういったことを推進する

ことが逆に河川に対する意識を高めるであるとか、あるいは日常的に使うことによってき

ちんと整備をするとか、いろいろ効果もあるかと思います。 

 その中で、そういう意味では昔から言われているようなリバーサイド開発的なところが

多いのと。あと、今まさに多分加藤委員のお声だと思うんですが、まちからの視点というの

が欠けているのかな。つまり、川だけではなくて、やはり河川空間を生かすことが最終的に

どういった効果があるのかだったりを少し有機的に出せるとかなりすごくすばらしい報告

書になるのかなというふうに思いました。 

 ちょっと感想めいたことで恐縮ですが、以上でございます。 

【大串委員】  次、大串からお話ししたいと思います。 

 私も加藤先生と工藤先生がおっしゃっておられたように、オープン化に関して非常にい

い効果が認められていて、まだまだやりたいところもあるようだということだったんです

けれども、少しオープン化が目的にすり替わっていないのかなと。まちづくりの中での河川

事業、河川空間の生かし方がどんなふうな効果を上げてきているのかなというほうの視点

も必要なのかなというふうに思いました。 

 特に閖上とかは平日がやはりすごく閑散としてしまって、平日閉まっていて週末しか開

けられない、経済的には難しいという話を聞いたりもしますので。どんなふうにまち空間と

の関連性で水辺に人を呼んで、さらに教育等に生かして水害を減らして水への意識を高め

ていくような活動を含めて、いろいろな相乗効果が考えられると思いますので。オープン化

とかだけではなくて教育のところもしっかり取り上げていただいて、こういうオープン化

によってどういう効果がさらに得られられたのかというところを少し掘り下げていただく

ととてもいい報告書になるのかなというふうに思いました。ありがとうございます。 

【上山座長】  それじゃあ、私のほうからも。後ろのほうの申請のところ、３０とか３１ペ

ージ。これはアンケートをされたので実際こういうことを言っていると思いますが、他機関

との調整とか利活用の担い手確保が大変というのは、これは仕事が大変だと言っているだ

けで、国交省としてどうするべきかという示唆はここからそんなに出てこないと思うんで

す。 

 むしろ制度に関する情報不足、これは１２とか１６％でそんなに悪いわけではないけれ

ども、まだ言っている人がこれだけいる。それから、手続が煩雑というのもやはり結構出て

いますよね。３１ページを見ると、書類作成が困難と。これもやはり書式だとか、書かなく
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ちゃいけないことが細かいとかいろいろある。ここの掘り下げを、やはり国交省の政策評価

なので、国交省としてはどういうことなんだというのをさらに聞き取りするとか、自分たち

で自己点検して、ここのある種、手続の簡素化とか、ここら辺はやはり自分ですぐできるこ

となんでやるべきだと思うんですね。 

 また気になるのは、後ろのほうで「もっと周知徹底」というふうにまとめちゃっている。

今後の方向性のところでは、３６ページで事例集を充実させる、さらなる周知など。これは

「国交省は何もやり方を変えないけれども、自治体はもっと勉強しろ」ということになるの

で、ここは駄目だと思います。 

【豊口河川環境課長】  いろいろと御意見いただきましてありがとうございます。御指摘

の点はもっともな御意見ばかりだったので、我々としてできること、もうちょっと書類の手

続を簡素化するとか、できる取組はしていきたいと思いますし。評価のまとめ方として、そ

もそもの意義からきちんと整理すべきというのは御指摘のとおりですので、そういった視

点も加えて今回の中間評価からさらにブラッシュアップをしてまいりたいと思います。 

 また、いろいろと相乗効果としてどんな、安全意識が高まったとか、治水への効果とか、

効果もいろいろと広がりがあると思うので、そういった視点も含めてさらに評価を進めて

まいりたいと思います。御指摘ありがとうございました。 

【上山座長】  材料は非常に丹念に集められているし、アンケートもとても良かったと思

いますので、あとは自分たちはどうするのかというところをよろしくお願いします。どうも

ありがとうございました。 

 それでは、３番目、地方部の鉄道についてお願いします。 

【山﨑鉄道事業課長】  鉄道局で鉄道事業課長をしております山﨑と申します。本日はよ

ろしくお願いいたします。 

 「地方部の鉄道の維持・活性化」ということでございまして、まず目次のほうを御覧いた

だければと思います。３ページでございますが、全部で６章になっておりますが、第２章、

地方鉄道の概要、第３章、これまでの地域鉄道の活性化の取組、これは前回も御説明させて

いただいている部分がありますので、本日は第１章の評価方法の概要、それから、第４章、

今回の評価施策対象の概要、そして第５章、鉄道事業再構築事業に係る施策の実施状況と効

果、第６章、今後の取組、こちらについて中心に御説明させていただきたいと思っておりま

す。 

 それでは、ページをめくっていただきまして、６ページをお願いいたします。 
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 地方部の鉄道でございますが、さきの国会で地域交通法、こちらが改正されまして、鉄道

事業再構築事業、これを今回改正したところでございまして。この新しい鉄道事業再構築事

業をより効果的に実施運用するための施策、こちらに反映させることを目的としまして、こ

れまで取り組んできました鉄道の維持・活性化のための政策、こちらを評価することとして

おります。 

 ７ページ目でございますけれども、評価の視点としましては３つございまして、国の積極

的な関与による、鉄道事業再構築事業に向けた関係者間の議論の進捗、それから、２つ目と

しましては、自治体の創意工夫による利便性及び持続可能性の変化、３点目としまして、ま

ちづくりと連携した地域公共交通の活性化、こちらを評価の視点としております。 

 評価の手法といたしましては、ＪＲ各社それから地域鉄道事業者などの鉄道事業者の皆

様、それから、沿線自治体の皆様、こちらへのアンケートによって得られたデータ、これを

整理、分析しまして、これまでの取組の評価を行い、今後の施策に反映させていきたいと思

っております。 

 この後、地方鉄道の概要と地域鉄道の活性化の取組の概要が記載されておりますが、飛ば

していただきまして、資料といたしましては３２ページ目を御覧いただければと思います。 

 今般の制度改正等に至る経緯についてまとめております。こちらは７月末に実施されま

した担当委員の先生方との意見交換の場で、法改正が地方部の鉄道の維持・活性化につなが

るロジックモデルを示すようにという御意見をいただきまして、地域交通法の制定、それか

ら鉄道事業再構築事業の創設、それから今回の法改正に至った経緯についてまとめており

ます。 

 平成１９年に地域交通法、こちらが制定されまして、地方自治体が主体となって交通事業

者、住民等の幅広い関係者の参加によって協議会を設けて、それに基づいて法定計画を策定

するという仕組みで法律が制定されております。 

 翌年の平成２０年に鉄道事業再構築事業という形でこちらが追加されましたが、この鉄

道事業再構築事業につきましては、１０年以上たってその活用件数は１１件と、あまり活用

されていないという状況になっておりました。 

 要因としましては、対象が赤字の事業者の路線でございまして、ＪＲにつきましては内部

補助が基本とされていたところがございまして、多くの沿線自治体にとりまして主体的に

取り組む対象ではないという認識があったというところでございます。 

 それから、鉄道は多くの自治体をまたがって存在していることが多く、地方自治体間の調
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整が難しい。また、法律上、国の関与は必要な助言にとどまるという形になっていたもので

すから、なかなか制度が活用されていないという現状がございました。 

 そこで今般、地域交通法を改正いたしまして、ローカル鉄道再構築のための仕組みの強化

ということで、こちらは関係者の合意形成が困難な場合に、鉄道事業者または地方自治体か

らの要請に基づきまして、国が再構築協議会を設置することができるという形にしました。 

 また、黒字事業者の線区につきましても輸送密度が低い場合には対象となるという形を

しまして、国の積極的な関与、それからＪＲや大手民鉄のローカル路線についても対象とな

るという形でやって、今回改正に至ったところでございます。 

 この事業は今始まったばかりでございまして、１０月にＪＲ西の芸備線というのが、今、

設置の申請が上がってきたところでございまして、協議会の設置に向けて、今、運輸局のほ

うを中心に沿線自治体の皆様、事業者の皆様と調整を開始しているところでございます。 

 ３５ページが、今回改正したところのポイント、フロー図をまとめているものでございま

すが、３５ページの左側がこれまでの自治体による地域公共交通活性化再生法協議会また

は任意の協議会という形になっておりましたが、こちらが今回の改正で、右側でございます

けれども、鉄道事業者または自治体からの要請に基づいて国のほうが設置をするという形

になっております。 

 今回、改正後の制度をしっかりと運用していくために、今回、評価の手法としましては、

アンケートを行っていきたいと思っております。加藤班長はじめ担当の委員の皆様から

様々な御意見をいただきながら、アンケートを取っているところでございますが、アンケー

トにつきましては４５ページを御覧いただければと思います。 

 アンケートの対象を４つに分類しております。大きく分類して２つでございまして、制度

改正前における鉄道事業再構築事業の認定を受けた事業者それから自治体の皆様、それと、

改正後の鉄道事業再構築事業の活用の可能性、これを検討されている事業者、自治体の皆様、

この大きく２つに分かれております。改正前の事業については、改正前の鉄道事業再構築事

業、これが終了した事業者と自治体の方、それから今現在実施している事業者、自治体の皆

様、この２つに分けております。 

 また、改正後の再構築事業、こちらを使う可能性のある場合につきましては、制度改正前

から対象となっておりました地域の鉄道事業者の皆様、その沿線の自治体の皆様、それから

今回制度の改正によって対象となったＪＲ路線、こういったところの事業者の方、自治体の

方を対象にアンケートを取っており、ちょうどアンケートが終わったところでございます。 
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 ４６ページでございますが、アンケートの内容につきまして様々な御指摘を受けながら、

今こちらで終わったところでございます。制度改正前の認定を受けた事業者、自治体の皆様

については、事業を行うきっかけですとか取り組んだ内容、効果、直面した問題、課題、こ

ういったところを中心に取っております。 

 また、改正後の事業を活用しようと思っている皆様については、改正前の事業を検討した

のかどうか、なぜそれが使えなかったのかというところ。それから、今後の活用の見込みで

すとか、取り組みたい事業とか、想定している問題、こういったところを中心にアンケート

を取りまして。単純にアンケートだけではなくて運輸局のほうで対面のヒアリングなんか

も行いながら集めたところでございまして、ちょうどアンケートが今まとまって集計・分析

しているところでございます。 

 この集計・分析をベースに第６章、こちらを評価の結果の総括と今後の取組に向けてとい

うことで作成させていただくという形を取っております。 

 雑駁ですが、私からの説明は以上でございます。 

【上山座長】  ありがとうございます。 

 それでは、どなたからでもどうぞ。大串さん、工藤さん、ありますか。 

【大串委員】  大丈夫です。ありがとうございます。 

【佐藤委員】  じゃあ、すみません。 

【上山座長】  どうぞ。 

【佐藤委員】  まず１点は、各自治体で、今、公共交通の再構築事業とか計画を立ててい

るじゃないですか。それは決して鉄道だけではなくてバスも入りますし、一部の自治体では

ライドシェアであるとかタクシーの利活用とかという議論も出てきていますよね。これは

しようがないんですけれども、これは鉄道だけなんですが、自治体側から見ると別に鉄道は

交通手段の一つでしかなくて、彼らが見れば別に鉄道じゃなくてもバスでもいいでしょう

とか、鉄道が充実してもバスがなければもうそこから先に行けないじゃんという話になり

ます。この辺りというのは協議会の中は、国が設置する今回協議会の中ではどういう位置づ

けになるんですか。 

【山﨑鉄道事業課長】  御指摘のとおりでございまして、地域の皆様にとってモビリティ

ーの確保というのが重要でございますので、鉄道を存続させたほうがいいのか、それともバ

ス転換したほうがいいのか、そういったところも含めてこの鉄道事業再構築協議会の中で

議論していただくという形になっております。 
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【佐藤委員】  じゃあそういうバス転換というのも排除するわけではないという理解で

いいんですか。 

【山﨑鉄道事業課長】  はい、バス転換は全く排除しておりません。 

【佐藤委員】  あと、これは多分政治主導で決まってきている事業だと思うんですけれど

も、ぶっちゃけ言うと、もうこれから撤退戦略に入ってくる。全体的に人口は減ってくるわ

けなんで、公共交通の再編とはいってもそれはいっときであって、だんだんここは、地域も

だんだん再編化していくことになると思いますので。例えば一種、継続、充実が前提になっ

ているような気がするんですけれども、撤退というのも視野に、ある意味向こう１０年で撤

退させるであるとか、こういったものも協議会の中では議論できるものなんですか。 

【山﨑鉄道事業課長】  この協議会は存続ありきとか廃止ありきということではなくて、

やはり地域の住民の方のモビリティーの確保という観点から、事業者の皆様と自治体の皆

様が中心になって話し合っていただくということなので、場合によっては撤退なりバス転

換とか、そういった形というのは十分に考えられるというふうに思っております。 

【佐藤委員】  ありがとうございます。じゃあ、最後にこれだけ。多分当事者の間で話し

合うのは合意形成においてすごく大事なんですけれども、やはり当事者は今目線なので、将

来撤退しますと言えば嫌だと言うに決まっているし、将来どうせいないし。それも考えると、

なかなか長期目線での議論をどうやって担保するのかなと思って。それに関わるんですけ

れども、国が関与することによる強みは何なんですか。自治体ができなかったことで国がで

きることは。今回の法改正の中でそれが最大のモチベーションだと思うんですけれども、ど

ういうものだと思っているんですか。 

【山﨑鉄道事業課長】  自治体さん主体でやるとなったときに、なかなかそのテーブルに

事業者の皆さんがのってくれないとか。どうしても自治体の皆さんは鉄道を残したいほう

に傾いちゃうものですから、事業者さんはのってくれないとか。また、事業者さんがやりた

いと思っても自治体さんがのってくれない。事業者さんはむしろ撤退したいというような

形がありましたので。そこを国が行司というか中立な立場から差配をして調整をしていく

と、そこに関与していくという形で、例えば撤退の場合には代替のモビリティーをしっかり

確保するとか、そういったところを国のほうでしっかり判断をしていくという形になると

思っております。 

【佐藤委員】  ありがとうございます。要するにＪＲ対応ですね。了解しました。 

【加藤委員】  では、私からいいでしょうか。 
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【上山座長】  どうぞ。 

【加藤委員】  すでに私どもとも個別に議論しましたし、アンケート調査はまだ結果が出

ていないということなので、ちょっとコメントのしようがないと思いました。一つだけ申し

上げるとするならば、アンケート調査の項目を今回お示しいただきましたが、この項目を設

定するに当たっては、関係者にインタビューなどをして、ある程度実態に基づいて仮説を立

てて調査設計をされたと理解しています。そうだとするならば、どういう意図でこれらの調

査項目を作ったのかという、ある種の仮説みたいなものをアンケート調査のところで追加

説明するといいのではないかという気がしました。また、それが実際に調査した結果とどれ

ぐらい合っているのか違っているのかというような議論も分析の中に含めていけるのでは

ないでしょうか。 

【山﨑鉄道事業課長】  ありがとうございます。これまでの改正前がなかなか使われなか

ったという中で、どこが問題だったのかというところと、改正後の新しい制度をいかに使っ

てもらうかというところの観点から我々も仮説を立てておりましたので、そこをアンケー

トの結果の分析のところにしっかりと記載していきたいというふうに思っております。 

【上山座長】  ほかの方はいかがですか。 

 これはアンケートの結果が出てからじゃないとなかなか中身に入った議論をしにくいん

ですがちょっとだけ気になったのが、活性化という言葉です。過去の経緯からどうしても住

民の日常の足がなくなると困るみたいな視点で、自治体も心配するし、この制度もそういっ

たところを根っこに置いて議論していると思うんですがイギリスなんかは鉄道を観光資源

と捉えて、経営主体を別に移して部分的に区間を切って再生させるとかやっている。今回住

民の足というところにかなり重点を置いた制度改正に見えるんですけれども、もうちょっ

と多様な、観光資源として使うとかあるいは逆の切り口で、災害が起きたときにどうやって

維持するんだとか、その辺の幅広い議論になればいい。自治体側がどうしても政治的なあれ

もあって、住民の日常の足一点張りで来るので、そこの議論だけしていると答えが非常に小

さい、バス転換のほうに大体行っちゃうことが多い。災害時のコストをどうするんだという

話と、あと観光資源としての可能性はないのかという、ちょっと視野の広い観点で見ていた

だきたいなと思います。 

 ほかありますかね。よろしいですか。じゃあ、以上です。 

【山﨑鉄道事業課長】  御指摘ごもっともでございまして、そういった視点からも再構築

協議会の中では御議論させていただきたいというふうに思っております。ありがとうござ



 -21-

います。 

【上山座長】  それでは、次、内航未来創造プラン、お願いします。 

【伊勢内航課長】  海事局内航課長、伊勢と申します。お手元の資料１－４に基づきまし

て、内航未来創造プランに係る政策レビューの進捗状況のほうを御説明させていただきま

す。 

 冒頭、評価の要旨ですとかアウトラインになっておりますので、その次、６ページから御

説明をさせていただきますが。 

 まず今回の評価の対象でございますが、この内航未来創造プランと、こちらは平成２９年

に策定をしておりますが、経緯といたしましては、当時議員立法で内航海運組合法という法

律が制定されまして、その法律に基づいて、当時かなり船の需給が緩んでいたというような

経緯がございまして、いわゆる業界内需給調整を、組合を立ち上げてそこに需給調整をして

いただいていたというような枠組みがございました。 

 こちらがおおむね終わりが見えてきたという中で、そのポスト需給調整時期における内

航海運の強化に係る関係者の取り組むべき事項を取りまとめたというようなものでこうい

ったものを作ったわけでございますが。策定から５年を過ぎたということと、あとこの中で

大きな柱としておりました新たな輸送需要の掘り起こしにつきまして、２０２４年問題に

絡む大きな政府全体の動きがあったということで、今回評価の対象とさせていただいたと

いう次第でございます。 

 評価でございますが、この内航未来創造プランといいますのが、海事行政ないし港湾行政

全体にかなり取り組むべきスコープを大きく定めて入れているものですから、全体を深い

評価の対象としてしまいますとなかなか論点が散ってしまうんじゃないかという問題意識

もございます。 

 結局のところは、後ほど詳細に御説明いたしますが、事業基盤が脆弱であるがゆえに様々

な施策が内航海運活性化のために必要になっているというような状況がございますもので

すから、概括的な取組のレビューを行った上で特に深掘って評価をするということにつき

ましては、この内航海運事業者の事業基盤の強化に係る項目に重点化して対応させていた

だければと考えているところで、評価の視点を絞らせていただいております。 

 続きまして、７ページ、８ページを飛ばしていただきまして、９ページ以降でございます

が、こちら対象施策の概要ということで、９ページにいきますと内航海運の輸送、国内貨物

の４割を運んでいるということと、あとは鉄、石油、セメントのような産業基礎物資を多く
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運んでいるということ。こういったものの製造というもののいわゆる業況があまりよろし

くないものですから、近年輸送量自体は緩やかに下落傾向にあるという状況でございます。 

 次、１０ページでございますが、課題といたしましては、船舶の更新がなかなか、船齢の

高齢化が進んでいて更新がなかなか進まないということと。船員の新規参入は比較的順調

に進んでおるんですが、離職率が高いでありますとか、全般的に高齢化が進んでいるといっ

た、そういったもののことについて対応が必要であろうというのが１０ページの資料でご

ざいます。 

 １１ページでございますが、これまでの先生方とのやり取りの中でも、一体内航海運業に

対してどういう視点で国が関わっていくべきなのかというところが必ずしも明確じゃない

んじゃないかというような御指摘もあった中で。改めまして結局我々として絡むべき根っ

この部分というのは、産業基礎物資の安定輸送を確保するというところが肝なのではない

かということで。そういった部分につきましてショーアップしつつ、下の図でございますけ

ども、内航海運業界の構造、荷主がピラミッドの頂点におり、大体運航管理を主にするよう

なオペレーターと言われている業態の方がいて、実際船を持って船員を雇ってそのオペレ

ーターに船を提供しているオーナーがいるというような業界の構造をお示ししつつ。この

オーナーを取りまとめる形で船の管理ですとか配乗を請け負う、最近船舶管理会社という

ものが新たに事業類型上出てきたということ。それに対して国がどういう形で関与してい

るのかというようなことをお示ししたのがこの左側の図になっております。 

 経営状況といたしまして、右側として、営業利益率ですとか、全産業に比べると必ずしも

稼げる業態でないですとか。船自体が非常に大きな設備投資を求められる中で、この営業利

益の中から長期債務の返済をしていかなきゃいけないというのが非常に苦しいというよう

なことをお示しさせていただいた次第ございます。 

 １２ページでございますが、今申し上げました船舶管理会社、後ほど御説明いたしますが、

こういったものにうまく船の管理ですとか所有的なものを集約していかないとなかなか足

腰が強くなっていかないんじゃないかという問題意識を持っておりまして、具体的な船舶

管理会社を活用するメリットということで、ここを大くくり化することによって荷主との

運賃交渉などが比較的スムーズになるんじゃないかとか、そういった部分も含めてメリッ

トのほうをお示しさせていただいている次第でございます。 

 こちらにつきまして、後ほどアンケートでもこういったものをお示ししながら、ここが進

まない課題についてお尋ねをするというような構成を取っております。 
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 １３ページ以降でございますが、冒頭申し上げました内航海運組合法に基づく需給調整

が行われていたということで、昭和４１年以降行われておりました船腹調整事業という、も

ともとかなり固い形で行われていた需給調整、すなわち同じ量をスクラップしないと新し

い船が造れないというような船腹調整事業を行っておりまして、そちらの概要になってお

ります。 

 １４ページでございますが、その後平成１０年の、これは橋本行革の時代とお聞きしてお

りますが、全般的な交通運輸業における規制緩和の流れの中で船腹調整事業を廃止すると

いうことでありまして、その後経過措置的事業といたしまして、内航海運暫定措置事業とい

うこと、これも業界組合が取りまとめになりまして、船を造る方については建造納付金を内

航総連に入れると。あとは、船をスクラップされる方はそれを財源とする形で内航総連から

解撤交付金をいただくというようなスキームで緩やかな需給調整を行っていたということ

で、こちらのお金の出入りがオンバランスになった時点でやめるということが決まってお

りまして、平成２９年にはおおむねその出口が見えたと。その後、令和３年にこの事業が廃

止されたという流れの中で内航未来創造プランが策定されたという経緯がございます。 

 １５ページは、最近の動きといたしまして、物流革新に向けた政策パッケージの概要の御

説明でございます。 

 １６ページでございますが、今回の評価の対象であります内航未来創造プランの全体像

でございまして、大きく分けまして３つの柱がございます。内航海運事業者の事業基盤の強

化ということで、この中にはまさに狭義の、直接的に事業基盤の強化に資する取組から、そ

れに資するようなインフラ整備、これは港湾側の取組でございますけれども、こういったも

のがぶら下がっているということ。あとは、それを支えるインフラとしての船舶の開発・普

及を進めていくべきであろうだとか、あるいは、船舶を運航するに欠かせない船員さんの安

定的な確保・育成と、そういったものが柱としてぶら下がっているという状況になっており

ます。 

 １７ページでございますが、その内航未来創造プランの施策ですとか将来像、こういった

ものについてまとめておりまして、具体的な評価指標といたしまして、右側の将来像の＜指

標＞というところで、（ａ）から（ｅ）ということで５要素をまとめておりますが、まさに

船の大型化が進むこと。あるいは、船員さん１人当たりの輸送量が増えて、より少ない人員

によりたくさん荷物を運べるようになっているかどうか。あるいは、全体の物流が下がる中

でポジショニングとしてしっかりとシェアを持てているかどうか。あるいは、効率的な積載
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ができているか。あるいは、モーダルシフトの受け皿としての機能が発現されているかどう

かというようなことで５指標を立てております。 

 その後ろ、１８ページ以降が各指標についての評価項目となっております。各項目の指標

の推移となっております。 

 それが２１、２２ページまで進んでおりまして、２３ページ以降でありますが、関連する

施策、これは予算事業の御説明でございまして、大体年間２,０００万円程度かけて業界の

実態調査ですとかそういったものを行っておりますという御説明が、２３ページから

２８ページ、３０ページと続きまして、３２ページまでということになってございます。 

 その後ろに、税制措置ということで、３３ページでございますとか、あと全く予算に絡ま

ない事業といたしまして、行政と内航海運業者と荷主の対話ですとか、そういったような取

組を進めているというのが３６ページまでの資料になっております。 

 ３８ページ以降、具体的な評価でございますけれども、まず、概括的に内航未来創造プラ

ンに掲げられました施策全体についてどういった取組を行ってきたかということを一旦整

理させていただいております。それが３９ページから４３ページまでになっております。 

 ４４ページからでございますが、具体的にまさに先進的な船舶を入れるにしても、一定程

度収益基盤がないと入れられない、船員さんの確保に向けた取組を進めようにも、一定の収

益基盤がないと進まない、船が大きくならなければ港湾インフラを改善していただいても

なかなかそれを活用することは難しいということで、やはり内航海運事業者の事業基盤の

強化というのが肝なのではないかということで、ここに今回評価の対象を深掘りさせてい

ただいたという御説明でございます。 

 その後、２ページ進んでいただきまして、評価手法でございますが、アンケートとそれの

補完をするということでヒアリング調査を行っております。 

 アンケート調査につきましては、昨日一旦回収を締め切っておりますが、なかなか回収状

況の問題なんかもありまして、引き続き催促しつつ集計をしているという状況でございま

す。 

 質問の要素といたしましては、事業規模ごとに恐らく見方が変わってくるだろうという

こともございますので、事業規模でありますとか今後事業継続する意思があるかどうかな

どを聞きつつ、船舶管理会社の活用をしているかしていないか、できない理由は何なのか、

あるいは、運賃をちゃんと取れていますか、荷主とのやり取りにおいてボトルネックは何か

ですとか、あるいは、２０２４年問題の対応状況などをお聞きしているという状況でござい
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ます。 

 アンケートの回答でございますが、今、出ている回答といたしましては、４－２のページ

にお示ししているような形でございまして、やはりオペレーターですとか荷主との関係で

うまく管理を外注できないですとか、何を、使うことによってどういうメリットがあるのか

分からないというような話がございました。 

 あるいは、荷主、海運事業者間の連携でいうと、特に小規模事業者について今の運賃でコ

ストがカバーできないと。あるいは、荷主に対して立場が弱いのでなかなかそこについて交

渉できないというような話があったりと、そういう課題がございました。 

 輸送需要の掘り起こしは輸送品目によって異なるんですが、トラックの受け皿になるよ

うな事業者についてはおおむねそういったことに対する船舶の大型化ですとか、取組が進

められていると。他方で、なかなか受け皿としてのインフラ整備がまだまだこれからという

ような課題もあるというようなことでお聞きしております。 

 以降、飛ばしていただいて、５０ページ、最後です。現時点のものでございますが、今の

ようなアンケート結果を踏まえた課題・要因分析と方向性というのがこの５０ページの資

料になっております。船舶管理会社の活用促進につきましては、活用のメリットとか選択の

ポイントをしっかり見せていくということ。こちらについては、まさにそういった評価も踏

まえ、使い手からとってどこを見ればいいのかということを見える化するということを今

後取り組んでいこうかと考えているところでございます。今年度の調査事業などを実施し

ているところでございます。 

 荷主と海運事業者の連携については、これはまだ商慣行等についてどういった、業界の中

で悪しき業界慣行があるのかということ、我々も分かり切っていない部分がありますので、

ここは来年度にこういった部分について広範な実態調査をした上で、我々が現在定めてい

るような取引ガイドラインの改定ですとか、そういったことにつなげていければと考えて

おります。 

 新たな輸送需要の掘り起こしにつきましては、今年度まさに先日閣議決定いたしました

補正予算の中でそういったハード整備の支援ですとか、そういったものを計上させていた

だいておりまして、そういった形でこの掘り起こしを加速できればと考えております。 

 すみません、時間を超過してしまいましたが、私からの御説明は以上でございます。よろ

しくお願いいたします。 

【上山座長】  ありがとうございます。 
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 それでは、どなたからでもどうぞ。佐藤さん。 

【佐藤委員】  極めて論点が明確で分かりやすかったんですけれども、今回多分肝になる

のはまさに事業基盤の強化というところで、度々出てきます船舶管理会社なんだと思うん

ですけれども、これは具体的にどんな位置づけなのか。例えば、船の所有者がある意味現物

出資をするようなイメージで、その管理会社が一括で運航していくという、それで利益を分

配してもらうという、そういうイメージなのか。あるいは、今、例えば医療とか介護なんか

で地域医療連携推進法人とか社会福祉連携推進法人とか、何かそういった、それぞれ独立な

んですが一部の事業を切り出してそこは共通にやりましょうという、雇用とかいろいろな

材料の調達であるとか、そういう一部の事業を切り出して共同で行うという、そういうイメ

ージなのか。具体的に船舶管理会社というのはどういう経営形態だと思えばよろしいです

か。あと、やはりボトルネックは何だと思えばよろしいんでしょうか。 

【伊勢内航課長】  そういう意味では、船舶管理会社という法規制としては内航海運業法

に基づく内航海運事業者ということで、今、船を持っているオペレーターさんとかオーナー

さんと同じ並列になっております。具体的に何をやっているかといいますと、大きく３つの

類型がありまして、１つは船員の派遣です。もう１つは船そのものの箱としての管理、もう

１つは船のオペレーションのオーナーからそれを受けるということを、ばらばらにやって

いるケースもあれば３つまとめてやっているケースもあると。 

 我々としては、特に管理ですとか、まさに運賃の交渉ですとか、そういった部分を本来よ

り交渉力をつけた管理会社に任せていただいて、その管理会社が一定の数の船を持つこと

によって、それで荷主との交渉力を持っていただくだとか、そういった部分が競争力の強化

に必要なのかなと考えているんですが、なかなか船員が足りない、取りあえず船員を送って

くれというような類型の管理会社の活用というのは進んでいる一方で、実際フルパッケー

ジで活用していただいている方というのはまだ必ずしも多くないというのが現状です。 

 実際何が問題なんですかというときに、管理会社の管理レベルがどうかということが必

ずしも見える化されていない中で、恐ろしくて不安で自分の船を任せられませんというよ

うなお話があったりですとか、例えばなかなか管理会社の選択肢が少ないだとか、そういっ

たような話が多いのかなと思っていますので、まさにどこを見れば安心して任せられるの

かだとか、そういったような部分を整理してお示しをしていくということが一つ、誰が優良

な管理会社で誰がそうじゃないのかということを見極めていただく上で必要ですし、今後

活用を拡大していく上で必要な要素なのかなと考えているという、そんな状況です。 
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【佐藤委員】  ありがとうございました。ちなみに、今、管理会社は何社くらいあります

か。 

【伊勢内航課長】  ２９３あります。 

【佐藤委員】  結構あるんですね。 

【上山座長】  ほかの方どうですか。加藤さん。 

【加藤委員】  船腹調整をなくしたことが大きかったという話を伺ったのですが、１４ペ

ージ目の記述によれば、その背景には「意欲的な事業者による事業規模の拡大や新規参入が

制限されるなどの弊害が生じた」ということがあったようです。もしこの問題を解決するた

めに需給調整をなくしてプランを立てたということでしたら、これに関連する事項がどこ

かに出てくるべきだと思ったのですが、そういうものが出てきていない印象があります。で

すので、問題に対してこのプランがどう解決したのかがよく分からなかったです。これに関

してコメントがあればいただけないでしょうか。 

【伊勢内航課長】  おっしゃるとおり、私も確かに説明していて、需給調整規制が撤廃さ

れることによってどういう弊害が想定され、その弊害にどう対処するかという観点でこう

プランを定めましたよという、それは説明に入っていないので、そこは今後資料の修正です

とか、そういうところで対応させていただければと考えます。ありがとうございます。 

【上山座長】  大串さん、工藤さん、ありますか。 

【工藤委員】  これは私が担当していましたので、かなりまとまって整理がされてきたの

かなと思っています。改めて分析のところをお聞きしていて思うのは、結構日本の企業とし

て特色、日本の企業に共通のいろいろと経営上の特色である点と、やはり内航海運に特色的

な、つまりほかではなくてこれだからこそのそういう経営上の問題というのが、今回で非常

に割と整理されて良くなったのかなと思いました。 

 アンケートについてはまだ全部整理ができていないということですので、その結果を待

ちたいと思いますが、今日既に御指摘のあった点については、現行の制度でどのぐらい対応

できそうなのか。あるいはその制度をやはりさらに例えば改正するほうがよいのか、あるい

は何らかの運用によって対応できるのか、その辺はいかがでしょうか。まだ出ていないとい

うことなので感触程度でも結構ですが、もし制度面とのいろいろ御指摘もあった課題につ

いての関係で何かお分かりのことがあれば付加的に教えていただければと思います。 

 私からは以上になります。 

【伊勢内航課長】  制度的には、法規制という視点では、内航海運業法は事業の規模によ
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って登録ないし届出という形になっていまして、そういう意味ではもう基本ＢｔｏＢのビ

ジネスなので、旅客運送、旅客船の事業なんかと比べると規制の体系としてはシンプルにな

っております。ということなものですから、基本は例えばガイドラインで考え方をきちんと

示していくですとか、例えばここから先に行くと商慣行でいえばやり過ぎですよだとか、そ

ういった国としての考え方を一定示しながら是正ですとか改善を促していくと、そういっ

たようなアプローチでありますとか、新たな輸送需要の掘り起こしにつきましては、先ほど

補正予算についてメンションさせていただきましたけれども、いわゆる財政的支援ですと

か。一部ですね。これは範囲として限られますし、広く内航海運業界全体で財政支援すると

いうことではないんですけれども、そういったようなアプローチが一般的なものになるん

じゃないかなと考えているところです。 

【工藤委員】  分かりました。ありがとうございます。それであれば、特に今回の評価自

体に大きく影響するところはないというふうに考えますので、むしろアンケートの整理の

ときにどういった課題が指摘されて、それが今後どのように解決する方法があるのかとい

うような示唆があれば十分かと思いました。 

 １点もう一つ付け加えますと、５０ページになるかと思うんですが、特に今日のお話の中

でも、荷主と海運業者との間の連携というところで、荷主さんになかなかいろいろ意見が言

えないというようなお話があったかと思うんですけれども。この点につきましては既に個

別のときにも申し上げていたと思うんですけれども、トラック輸送などの分野では、荷主さ

んについてもやはりいかに合理的に運ぶかということが今重要になっていまして、御案内

のとおり２０２４年問題もございますので。もしかするとほかの業界でやってかなり実現

していることを、この荷主と海運事業者との間の連携においてもある程度今後その認識を

持っていただくことでスムーズになる点もあるのかなというふうに思いましたので、今回

オペレーター、オーナーの話等も出てきましたので、その辺り最終的な評価の段階では少し

前向きに書けていければいいのかなと思いました。ありがとうございました。 

【上山座長】  大串さん、ありますか。 

【大串委員】  ちょうど工藤先生と同じことを言おうと思っていまして、特に物流につい

て、トラック輸送業者と荷主との関係で今いろいろな取組がなされているところでありま

すし。これからどちらかというと荷物が運べないという点において、トラックで難しければ

水運だろうみたいな話もある中において、なかなか立場が逆転し、ここで少なくともイーブ

ンみたいな関係に持っていけるというのはとても大事だと思いますので。会社のオペレー
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ションの形態の変化を促進するという側面と、あとは荷主との関係も、公平性じゃないです

けれども、荷主との関係の対等性の担保というところにも着目していただいて評価をして

いただけると、さらにこの分野の発展を促して内航が充実する要因になるのかなと思いま

すので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

【上山座長】  私のほうからも幾つかあります。３９ページから４０、４１ページ辺り、

ここはプラン全体を見てざっとレビューをして、全体の進捗はどうなんだというのを見る

というセクションになっていてその後４４ページで深掘り対象を決めて、アンケートをす

るということになっている。メインディッシュは４４ページから後だということでいいで

すが、プランそのものがやはり今回の評価対象になっているので、プランの進捗状況の点検、

これがまだかなり弱いと思います。 

 それから、書き方にちょっと違和感があるのが、「プランに沿って着実に取組を行ってい

る」というふうに書いてあるんだけれども、これは誰が行っているのかよく分からないです。

ものによっては国交省がということなんで、自分でやって成果も出ているということでい

いんですけれども国交省が主語になり得ないようなものが結構ある。それについて、事業者

がプランに沿って着実に取組を行っていると役所が評価するというのは何か上から目線的

ではないかと思います。 

 このプランを作るときにかなり業界も入ってみんなで議論したんだという経緯が最初に

は書いてあるんですけれども、やはり国民目線で考えたときに、この業界全体として役所も

含めてプランに書いたとおりの結果を生んでいるかどうかというのを第三者的に見ないと

いけない。 

 あと、エビデンスが足りないと思います。単にデータをつけておくということ、前半にあ

るデータをここに移すだけでいいのかもしれないけれども、役所としては「業界はちゃんと

やっていますよ、はい」みたいな感じでここを済まされるとかなり違和感があります。 

 それはさておき、次の４４ページからの深掘りのところなんですが、ここも話はやはり

２段階になっていて、実態がどこまで進んでいるかという評価が一つと、それから、あとは

深掘りなんで、国交省がその現実に対して補助金を出すとか懇談会をやるとかいろいろな

ことやっている。何をやっているかということをきっちりと説明をして、その上で、実態の

進捗はさておき、国交省としてはやるといったことをやっているかということをきちんと

分けて整理しないと。この４８ページなんかは、この前の総括の全般的な評価と同じワンパ
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ターンになっていて、項目があって達成状況があってざっくり評価結果を書くというので

は、やはり深掘りは駄目だと思います。 

 しかも、手法がアンケートだとなっているのはおかしい。事業者に対するアンケートなの

で、事業者がどう言っていましたということだけでここはまとめ切れない。だから、アンケ

ートで分かったことはこうであると。で、自分たちは何をやっているか整理するとこうです

と。で、自分たちがやっていることに関して自己点検するとこうなっていますと。その自己

点検結果と事業者がおっしゃっている話にはずれがあるのかないのかとか。もうちょっと

ストラクチャーをきっちりしないと、ざっくり「事業者も私たちも一体です。全体うまくい

っています」みたいなふわっとした話になっちゃう。そこはフォーマットが悪いんだと思い

ますが、役所がやっていることと全体として進んでいることというのをきっちり分けて

２段構成で整理していただかないと深堀りにならない。 

 以上です。 

【伊勢内航課長】  ありがとうございます。 

【上山座長】  よろしいですか。じゃあ、どうもありがとうございました。 

 次、地域防災、気象業務お願いします。 

【尾崎参事官（気象・地震火山防災）】  気象庁、防災担当の参事官の尾崎と申します。

今日はよろしくお願いいたします。資料に沿ってかいつまんで御説明差し上げます。 

 「地域防災力強化を支援する気象防災業務」ということで、目次等を経まして、６ページ

でございますが。目的でございますけれども、自治体における防災気象情報の理解・活用と、

これを促進するべくこれまで気象庁が講じてきた施策、これが自治体が行う防災対応の判

断に寄与しているかを検証して、今後のより適切かつ効果的な自治体支援の在り方につい

て検討するということを目的としております。 

 ７ページ、評価の概要でございますが。対象政策でございますが、気象庁では、自治体支

援の重要性に鑑みまして、平成３０年度以降、市町村への平時からの支援、それから災害時

のきめ細かい解説、こういったことに焦点を当てて施策を展開してまいりました。こういっ

た取組につきまして評価対象とするということでございます。 

 続きまして、１１ページですけれども、気象庁の防災気象情報、このようにオンラインで

様々なユーザーに伝達されているところでございます。この中で、今回特に焦点を当てるの

が市町村、伝わったものを市町村にいかに防災情報として活用いただけているか、活用して

いただくために気象庁として適切に解説等ができているかどうかといった話になります。 
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 １２ページですけれども、その一つの背景といたしまして、これまで様々な自然災害等で

発表してきた防災気象情報、これが複雑化しているというところもございます。そういった

情報の改善として進めているわけですけれども、その細分化、多様化とともに、情報の利活

用の支援の必要性が一層高まっているといった背景がございます。 

 続きまして、少し飛びますが、具体的に行っている施策につきまして、１７ページから個

別にスライドで紹介してございます。 

 １７ページは、まず平時の取組としまして、「あなたの町の予報官」と称しまして、各県

に地方気象台がありますので、その県の中でまた市町村を幾つかブロックに分けまして、そ

れぞれのブロックごとに気象台の担当者を充てる「あなたの町の予報官」という取組、これ

でもって自治体と気象台の担当者同士の緊密な顔の見える関係を構築・強化するといった

ことをやっております。 

 １８ページ、気象防災ワークショップ、これは自治体職員に対して防災気象情報に基づく

避難指示発令の判断の疑似体験をするというプログラムを全国各地で開催してございます。 

 続きまして、１９ページ、災害時の取組でございますけれども、ＪＥＴＴ、気象庁防災対

応支援チームと称しまして、自然災害等によって大規模な被害が発生したあるいは発生が

予想される場合に、地元気象台の職員を自治体に派遣して防災対応を気象情報の解説とい

う観点からサポートするという取組でございます。 

 それから、ホットライン、顕著な災害の発生が予想される場合、こういったときにその危

機感をトップレベルで気象台の台長から直接市町村長へ電話で伝える。より細かいところ

はまた担当者ベースでのホットラインもありますが、そのような避難情報に関する助言を、

「気象状況がこのようになってきているからそろそろ危ない状況になってきている」、「避

難のことも考えるタイミングではないか」といったことを御助言差し上げる、そういったホ

ットラインを行っているということでございます。 

 ２０ページですけれども、今までの取組は気象台職員が行うものですけれども、それでは

なかなか人的リソースも十分ではないというところもございます。そういったこともあり

まして、所定の研修を修了した気象予報士や気象庁退職者等に、国土交通大臣が委嘱すると

いう形で気象防災スペシャリストを増やそうと。気象防災アドバイザーとして称しており

ますが。こういった人材、これを自治体に任用いただくことで、自治体内部から気象解説を

充実させようという取組でございます。こういった人材を増やしていくということを、育成

研修を開催するといったことを通じて取り組んでいるところでございます。 
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 ２１ページに施策の全体像をまとめてございます。今、申し上げた各種取組、気象台の取

組が自治体に対して平時から災害発生のおそれ、災害発生後といったようなところで様々

な形でサポートをしているといったような全体像を示す図でございます。 

 続きまして、２３ページで、本評価の方針で、その視点でございますけれども、まずは気

象庁のこういった取組全体の評価、それから、市町村が抱えている課題、こういったものに

ついて全体像を把握しようということ。それから、近年の風水害のうち特徴的な災害事例に

ついて掘り下げるといったような２つの手法を取ろうということです。 

 はじめに申し上げた全体像の把握、こちらのほうでは、これまで気象庁が講じてきた施策、

これが役立っているか。また一方、市町村は避難情報の発令をはじめとする防災対応を行う

に当たってどのような課題を抱えているか。こういった視点での調査として、全国的なアン

ケート調査を行いました。 

 続きまして、視点２のほうですけれども、具体的にうまくいった事例、対応がなかなか難

しかった事例、そういったものでどういった点が評価されているか、難しかった事例ではど

ういった支援をすればよかったのか、そういった観点での調査、それをケーススタディーと

してその事例に該当する市、県へのヒアリング、それから地域住民へのアンケートで調査を

行いました。 

 ２４ページですけれども、そのケーススタディーといたしまして、令和４年に発生した風

水害２事例から各１地域を調査対象として選定したところでございます。記憶が薄まらな

いうちにと、また、今年度ですとまだ生々し過ぎるといった事情もございまして、令和４年

度の中から対応がうまくいった事例、それから想定外の災害の進行があってなかなか対応

が難しかった事例、前者として鹿児島県さつま町、後者として台風１５号を経験した静岡県

静岡市を対象といたしました。 

 それから、２７ページで行った調査の全体像を表としてまとめてございます。いずれも、

ヒアリング、アンケート回収等済んでございます。 

 ２８ページ以降が、その調査結果、グラフ等、あるいはヒアリングですとそのヒアリング

結果等を文章等で示してございます。これを全部取り上げると時間が足らなくなってしま

いますので、この一連の結果を踏まえまして、これが４８ページまで続くのですけれども、

その中から赤字で書いたところを中心に抽出した結果を４９ページにまとめてございます。 

 上の四角に書いてございますが、基本的に自治体の皆様からは、気象庁の取組についてお

おむね好意的に評価されているということが見えてまいりました。 
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 その一方で、様々な課題も見えてきていると。左側に色をつけた四角で書いてございます

が、右のほうにそれをさらに絞った５つの課題として抽出いたしました。気象台から提供す

る情報の意味や有用性が十分に認知されていないと。それから、自治体の実情や地域の特性

を平時からの備えに十分加味する余地がまだあるであろうと。それから、防災気象情報と自

治体の実情に精通した人材が求められていくということ。それから、不確実性の高い段階で

の災害対応の判断、こういったところに苦慮している。それから、これらは自治体の話です

けれども、一方で、住民の避難行動やそれに関わるについて、住民のほうについても理解を

深めるという必要があるということでございます。 

 それぞれの課題につきましては、５０ページに、今申し上げた課題が左側に書いてありま

す。右側にそれに対応する改善の方向性について記載してございます。 

 それぞれについて、５１ページから内容も含めて書いてございます。 

 まずは、防災気象情報の再構築と支援の認知拡大。防災気象情報はそもそも分かりにくい

というところもございます。そういったところを改善していくというところも改善方策と

してあるであろうということでございます。 

 あと、気象台の取組がなかなか理解されていないようなところも、災害未経験のところで

すとございますので、そういったところは不断に理解・促進を進めていく。 

 それから、ＪＥＴＴの受入れに躊躇するような自治体もあるようですので、そういったと

ころに対しても平時から受入れの手順を整理しておくなど、そういったようなことが大事

だろうということでございます。 

 それから、自治体の実情に即したメリハリのある支援ということで、自治体も様々ですの

で、自治体の実情について気象台のほうでもいろいろ理解を深めるということの取組を進

めていく。 

 ３番目、自治体を伴走支援できる人材の確保ということで、先ほど申し上げたアドバイザ

ー、それからＪＥＴＴ、こういったことを着実に進めていくということでございます。 

 ４番目、予測の不確実性を考慮した早期の情報提供ということで、こういったタイミング

が早いほど不確実性は高まるというような限界がある一方で、そういったことを十分自治

体にも御理解いただいた上で可能な限り早期の情報提供を進めていくといったような、そ

ういう共通認識を気象台、自治体のほうで育んでいくということでございます。 

 最後ですけれども、自治体と連携して住民の普及啓発、こういったことを強化していくと

いうことが大事だろうと思っております。 
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 若干超過しましたが、以上でございます。よろしくお願いいたします。 

【上山座長】  ありがとうございます。 

 どなたからでもどうぞ。 

【工藤委員】  オンライン参加の工藤ですが、１つよろしいでしょうか。 

【上山座長】  どうぞ。 

【工藤委員】  大変素朴な単純な疑問なんですが、災害について、今年度のものを扱わな

いというのはなぜなのかというのをちょっとお聞きしたいと思います。というのも、逆にや

はり過去のものをある程度分析されている中で、新鮮なものについても盛り込んでいただ

くというのがいいのかなと率直に思ったので、何かもし分析できない理由、今回あえて挙げ

ない理由というのがありましたら教えてください。 

 以上でございます。 

【尾崎参事官（気象・地震火山防災）】  今年度のものにつきましては、やはりまだ課題

が十分整理し切れていないというようなところがございます。また、災害の復旧対応などで

自治体のほうもそちらのほうで対応が進んでいるというところもございますので、一回そ

ういったことが落ち着いた後、なおかつあまり古くないものといったところで、昨年度の顕

著な事例を選択したところです。 

【工藤委員】  分かりました。そういう御事情があるなら分かるんですが。とはいえ、例

えば今年の前半部分にあって、ある程度もう整理されているものはあってもいいのかなと

いう気がしたんですが、そういうことであれば了解いたしました。ありがとうございました。 

【上山座長】  それじゃあ私からですけれども、このアンケートは非常にいいと思うんで

すが、８割、７割が評価とか、８割が適切だったと言っている。しかし、どれぐらいを目標

にされているのかという相場感がよく分からない。災害関係だし、相手からお金を取る仕事

でもないんで、基本的にはもう１００％を目指すというスタンスだろうと思うんです。 

 そういう中で、「もっと頻繁に連絡が欲しかった」というのがそこそこあったとか、「もっ

と絞り込んで連絡してほしかった」というのは若干出てきている。アンケートのポイントは、

「みんな良かったと言っています」という話じゃなくて、「具体的にこの辺がもっと工夫の

余地があります」ということを言ってきたところから今後どうするかだと思う。 

 なので、改善要望なんかもうこれ数字でパターン別にまとめてありますけれども、もうち

ょっと細かく中身を精査して、だから今後こうしますというところまで掘っていただきた

い。グラフを書いてざっくり８割、はい、オーケーという感じではいけないタイプの仕事だ
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と思います。苦情の掘り起こし、そこから今後のヒントを掘り起こす、そのためにアンケー

トをやっているんだというふうに発想を転換していただきたい。 

【尾崎参事官（気象・地震火山防災）】  ありがとうございます。御指摘のとおり、基本

的に悉皆調査のほうは全体の傾向を見るということを趣旨としてやっていて、それで、７割、

８割というお話がありましたけれども、基本的にはその中で、７割という中でも特に災害時

に有効になってくるであろう台風説明会とか防災メール、こういったところについて非常

に高い評価を、９割ぐらいの評価をいただいているというところは、気象台の取組はそれな

り評価されているんだろうなというふうに受け止めております。これがまたより高くなる

ように頑張っていきたいと思います。 

 それで、確かにこのアンケートの中で、併せて個別にコメントをいただいているところも

ありますので、そういったところでさらに掘り起こせるところがないかというところを改

めてまた考えてみたいと思います。ありがとうございます。 

【佐藤委員】  ちょっと素朴な疑問で、ＪＥＴＴの受入れであるとかホットラインに対す

る評価とかというのは、やはり災害経験があった自治体とそんなに頻度があまり高くない

自治体とは違うのかということと。さっきさつま町が比較的迅速な対応をした例として挙

げられていますが、やはり過去に被災した経験があるとそういうところから学んで、気象庁

の言うことも聞いて迅速に対応するものなのか、いや、頑として学ばない自治体もあるのか。

特に職員はローテーションかかってくるので、その人が経験してもほかの人にポジション

代わっちゃうと分からないじゃないですか。だから、自治体の中でどういうふうに価値、そ

ういう経験値というのは蓄積していくのかなということも含めて、この辺は気象庁は何か

感想、何か認識がある、感覚が何かあるんですか。 

【尾崎参事官（気象・地震火山防災）】  やはりＪＥＴＴにつきましても、例えば３０ペ

ージとかで、ＪＥＴＴの受入れの対応方針として、受入れの経験のない市町村の中で受入れ

について慎重な意向を示しているといったようなところがあります。ＪＥＴＴは基本的に

サポートにほとんどリソースは要らなくて、気象庁の者がパソコンを持っていってもうそ

こで動けるということで、自治体が何かやらなきゃいけないんじゃないかというようなと

ころで、やはり経験がないとそういうところを逡巡してしまうというようなことがありま

す。 

 ホットラインにしてもＪＥＴＴにしましても、やはり受入れを経験すると有用性をいろ

いろ感じていただけるといったところは実感として持ってございます。 
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【上山座長】  今のところに重なるんですけれども、実際何か気象庁と一緒にやってやり

終えた人たちは大分景色が変わると思うんですが、やっていない人たちは意味がよく分か

っていないとか、担当者がいない、いわゆるリテラシーがないという。そのリテラシーがな

いのをどうするかというところまでやはり踏み込んでいかないと、さっき言った１００％

を目指すというのは無理だと思うんです。 

 だから、その場で誠心誠意頑張ってやっていましたというよりも、何か事が起きる前に、

先方がちゃんと勉強して理解してくれているとか。あるいは、例えば隣のどこかの県が、市

町村がＪＥＴＴを受け入れた経験というのがあったら、県庁に頼んで勉強会をやっておい

てもらうとか。どこかの市町村がＪＥＴＴを受け入れる目に遭ったら、その近隣でも今後発

生する可能性は高いということで説明会をやっておくとか。やはり感度を高めるみたいな

ところのレベルに次に行かないと、何か起きたときに頑張っていますというのはもう多分

はっきりしていると思うんですよね。 

 あとはもうスピードの問題だから。運動神経を高めるためにどうやってふだんから勉強

していただくかというところは、これはやはり県庁が相当音頭を取って頑張ってやっても

らわないと、気象庁が個別に市町村と向き合っていてもしんどいような気がしますね。 

 もっと言うと、市町村は本当に人がもう全然いなくて、当たり前の業務をするのも足りな

いので近所の政令市から無料でコンサルをお願いしますとか、そんな感じになっちゃって

いる。その辺の実態を県庁と相談して、「何とか町は弱過ぎますよね、どうしますか」みた

いなところまでいかないと、多分この数字が８から１０まで上がらない。 

【尾崎参事官（気象・地震火山防災）】  ありがとうございます。まさに御指摘のとおり

で、今回県にもヒアリングをやりまして、県はやはり市町村を全体的に見ていらっしゃるの

で、どういったところが強い弱いとか、そういったような意識を持っていらっしゃって。ま

た、そういうところに市町村横断的にサポートするところについて、気象台と県とで共同し

てやっていくといったことも今後進めていきたいなと思っております。 

 それから、市町村の横のつながり、やはり経験を踏んだ市町村、そうでない市町村、そう

いったところでの差はどうしてもありますので。そこはまた、今、県単位で申し上げました

けれども、地域単位でまた市町村の横のつながりとかそういったところもあったりします

ので、できるだけそういうところを活用しながら、経験のない市町村に対しても経験があっ

たところについての情報、経験を共有できるような、そういったところに力を入れていきた

いと考えております。ありがとうございます。 
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【上山座長】  ちょっとしつこいですけれども、３０ページを見ると、今後のＪＥＴＴの

受入れ対応方針、０.４％で多分１個だと思うんですけれども「受け入れない」、と言ってい

る市町村がいる理由は何なんでしょうね。 

【尾崎参事官（気象・地震火山防災）】  すみません、ちょっと今手元にはございません。

確認しておきます。 

【加藤委員】  いいでしょうか。私も同じで、「ほとんど役に立たない」とか「受け入れ

ない」という回答に注目したほうが、意味があるだろうと思います。 

 それから、ヒアリングの中でＪＥＴＴが派遣されると危機感メッセージが出てよいとい

う感じの、オーソリティーとしての効果のようなものを表現されていますが、それはどちら

かといえば喜ぶべきことではないという気がしています。究極のゴールのひとつは、さきほ

ど座長が言われたとおり、自治体の防災に対するリテラシー向上であって、上から来ないと

危機感が感じられないというのは、どっちかといったらネガティブなことだという印象を

持ちました。それが良いことだというような書きぶりになっているのは、少し言い過ぎかも

しれないという印象を持った次第です。以上、コメントです。 

【尾崎参事官（気象・地震火山防災）】  ありがとうございます。自治体側のリテラシー

を上げていくこと、これも非常に大事である一方で、なかなか気象情報を扱いやすいように

我々もやっているつもりなんですけれども。状況もいろいろ変わる中で、例えば先ほどの静

岡市で対応が難しかった事例ですと、気象情報の収集に結構リソースを取られて対応が難

しかった、そういったときに気象庁とかアドバイザーみたいな人がそばで助言してもらえ

ると助かったといったような話もございますので。そういう自治体側の底上げ、及びどうし

ても気象のプロの助言、こういったものもやはり今後とも必要にはなっていくんだろうな

というふうには思っております。ありがとうございました。 

【上山座長】  今の話を見ていて思うんですけれども、気象庁というのは規制官庁じゃな

いんだけれども、例えば、法改正してＪＥＴＴの受入れを義務づけちゃうとか、かなり踏み

込む議論も内部ではやってもいいんじゃないかと思う。災害が起きた後は自衛隊を受け入

れるというのは当たり前になっていますけれども、起きる前に避難命令をさっさと出して

くださいということです。これは各地で、町長が出張中でいませんでしたとか、いろいろな

自治体の中の理由で遅れるわけだけれども、リテラシーが低いということ自体がいけない。

徹底するという意味で、私はある種の法改正ぐらいの勢いでこの辺は迫っていく。 

 総務省がどこまでこういう分野に理解を示すかということとも絡んでくるんですけれど
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も。起きた後の予算だとか法律は非常に準備されているんですけれども、起きる前に関して

はあまりされてないです。国交省は災害の後でお仕事がいっぱい出てくる役所なんだけれ

ども、災害が出ないようにするという意味で、そもそも気象庁だけじゃなくて国交省全体で

予防というか防災、防災は非常に重要なポイントだと思う。なのに市町村がこんな実態だと

非常に心もとない。災害復興予算が幾らあっても足りない。全省的な話題にもしていただけ

ればと思います。 

 ほかの方ありますか。大串さん、どうぞ。 

【大串委員】  もう大体先生方の御意見で出てしまったかなと思うんですけれども、やは

りＪＥＴＴについてどういうふうな効果が。効果がありましたよというのは分かるんです

けれども、じゃあ実際にどのような効果があったのかということを丁寧にヒアリングする、

そしてその資料を整理して発表するということも大事ですし。 

 あと、例えば農水省とかが最近地産地消のユーチューブチャンネルとかいろいろやって

耳目を集めているところがあります。気象庁さんの場合、あなたの町の予報官というのは割

と「おかえりモネ」で宣伝していただいたようなところもあって少し定着しているかなと思

いますが。 

 ＪＥＴＴに関しては、例えば総務省の課長級の研修プログラムに入れてもらうとか、もっ

とよく知ってもらうようないろいろな仕組みを利用するということもすごく大事なんじゃ

ないかなと思います。もちろん若手を使ってユーチューブチャンネルの運営とかでもいい

ですし、どんなに役に立っているかというのを災害が起きてから知るよりも、起きたところ

にヒアリングして、起きる前にどうぞ知ってくださいというような姿勢でどんどんリーチ

をかけていくということがこれからやはり予防を含めて大事だと思いますし。そのための

予算をしっかり取っていくということで、防災にますます寄与していただく体制を取って

いただけたらいいかなと思いました。 

 以上です。 

【尾崎参事官（気象・地震火山防災）】  ありがとうございます。地方気象台にこういう

ＪＥＴＴというようなことで職員を派遣していくということで、人員を認めてきていただ

いているようなところがございます。こういったところまた実績、それからどういった成果

が出ているか、そういったところをアピールしていくかというのはおっしゃるとおり大事

なことだと思っております。ありがとうございます。 

【上山座長】  ほかの方ありますか。 



 -39-

 それでは、これで終わります。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。 

 それでは、以上で中間報告を終わります。あと、報告事項があるので、評価官のほうでお

願いします。 

【渋武政策評価官】  報告事項でございます。今日も御議論、お話ありがとうございまし

た。 

 今後の政策レビューのスケジュールをお手元の資料で用意させていただいてございます。

まず、本日が政策評価会でございます。今までのお話と今日のお話、そういったものを踏ま

えましてまたさらに掘り下げていただきまして、１１月下旬から１２月にまた担当の先生

方とのお話をいただく機会を設けてございます。それぞれの話を進めていただきながら、年

明けをめどにまた練り上がった評価書について、先生方に御覧いただきまして、年度末しっ

かりした形で決定・公表という形で進めてまいりたいというのが今後の進め方でございま

す。 

 また、来年度につきましては、来年度の政策レビューのテーマをお手元に用意してござい

ます。正式には、年度末にまた策定・公表ということでございますが、現状３つ考えている

ということでございます。 

 まず、国土政策局でございますが、半島地域で全国平均を上回るペースで人口減少、高齢

化が進んでいるということを踏まえながら、活性化に資する施策の推進ということで取り

組んでまいりたいということでございます。その話が１つ目でございます。 

 ２つ目は、物流・自動車局の話でございます。「自動車事故被害者支援・救済の周知促進」

と書いてございます。自賠責でカバーし切れない被害者救済対策というのを実施している

ところではございますが、そういった支援・救済を必要としている事故被害者の方々に対し

て、必要な情報がちゃんと適切に届いているのかどうか、そういったところについて掘り下

げていって、施策に反映したいということが考えているテーマということでございます。 

 あと、３番目、港湾局の話でございまして、「みなとオアシス」というものが、港を核に

したまちづくり推進と住民参加による地域振興の取組を行っていくという形で、登録制度、

これは平成１５年度に創設されて約２０年たっているということでございまして、今

１６０か所ほど登録がされてございます。２０年を経過して、これまでの港におけるにぎわ

い創出、そういった取組状況のレビューということと、それも踏まえてより一層地域の活性

化に向けた施策の充実を図ってまいりたいということで、以上３テーマに取り組みたいと

いうことで考えてございます。 
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 あと、令和元年度にレビューをさせていただいたものにつきまして、改善方策の取りまと

め、振り返りをさせていただいているという話がございます。４点ほどございました。 

 １点目が、「国土形成計画（全国計画）の中間点検」という話でございまして、その中で

今後の施策、政策への反映のやり方として２つほど、各種計画を支えるデータを幅広い層に

利活用してもらえる情報発信の見直しを行っていこうということ。また、国土の長期展望専

門委員会における議論も含めて、今後の国土形成計画の在り方をぜひ検討していきたいと

いうふうな話があった次第でございます。 

 前者につきましては、研修であるとかシンポジウム、そういったものの定期的な実施であ

るとか、データの周知、公開、情報発信、そういったところを行ったと聞いてございます。 

 また、国土の長期展望専門委員会において、令和３年６月の最終取りまとめを行った上で、

令和５年７月に第三次国土形成計画（全国計画）を閣議決定したと。また、こういった時代

の変化を踏まえながら、これからも見直しを進めてまいりたいということでございます。 

 ２点目につきましては、「既存住宅流通市場の活性化」という話でございました。こちら

も今後の取組ということで、一体的な仕組みに対する支援、周知といったところをやってい

きましょうという話。空き家等のさらなる取引円滑化と、あと、取引の非対面化、そういっ

たものがございました。 

 これらの点につきまして、まず、マニュアルの改定とか評価の仕組みの開発の支援、そう

いったものを進めてまいったと。 

 空き家の話につきましては、空き家・空き地バンク、そういったところのパワーアップで

あるとか、横展開、そういったものを進めているということ。 

 あと、非対面化、ちょうどコロナの話もございました非対面化・電子化と、そういったと

ころについて進めてまいったと、そういったマニュアルを公表したということがございま

した。 

 ３点目でございます。「港湾における大規模地震・津波対策」という話がございました。

こちらにつきましては、首都直下地震の緊急対策とか南海トラフ地震防災地域、そういった

ものにあって計画的に計画高の確保と耐震化の推進ということというのが１つ。 

 また、災害時の物流ネットワーク、緊急物資輸送の話で、計画的に耐震強化、そういった

ところをやっていくべきという話などがございました。 

 前者につきましては、令和７年度目標の数値に向けてそれぞれの整備を進めて数字が増

加してきていると、進捗してきているという話がまとめられてございます。 
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 後者につきましては、災害時においても海上物流機能が停止しないようにということで、

耐震強化岸壁の整備であるとか、国土強靱化のための取組、あとは発災時に使用可能なネッ

トワークの割合を増やしていくと、そういったふうな取組を進めているというまとめがご

ざいました。 

 ４番目でございます。こちら海上保安庁でございますが、「地震津波災害時における水路

に関する情報提供の充実」という話がございました。 

 こちらにつきましては、３つほどまとめた話がございます。緊急輸送路等の確保であると

か海図整備の話、ＧＰＳを用いた測量による基礎情報の整備、あと地震津波災害時における

船舶交通安全のための情報提供の充実という話がございました。 

 １番目につきましては、訓練を進めるとともに、マニュアルの改善とか国際会合の働きか

けといったことをやっていると。 

 また、ＧＰＳの基礎情報の整備というところは、普及の数字を着実に積み上げて進めてい

るということ。 

 あとは、情報提供の充実につきましては、利用者の拡大であるとか情報提供手段の活用、

そういったところに取り組んでいるという報告がございました。 

 私から以上でございます。 

【上山座長】  以上について、御質問、御意見等ありますか。よろしいですか。 

【渋武政策評価官】  ありがとうございました。ほかにあとはございませんか。それでは、

予定しておりました次第は全て終了させていただきました。本日の話につきまして、まとめ

まして議事録にさせていただこうと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 以上をもちまして、第５７回国土交通省政策評価会を閉じさせていただこうと思います。

ありがとうございました。 

 


